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informations for living              くらしの情報

12
月
の
市
議
会（
定
例
会
）

審
査
日
程
（
予
定
）

心
配
ご
と
や
悩
み
ご
と
を

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

年
末
年
始
の
パ
ス
ポ
ー
ト

申
請
は
お
早
め
に

戦
後
強
制
抑
留
者
に
特
別
給

付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す

12
月
10
日
か
ら
は
北
朝
鮮

人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

多
重
債
務
者
生
活
再
生
支
援

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す

12
月
の
市
議
会
は
、
次
の
日

程
で
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

●
５
日
（
月
）　

本
会
議［
開
会
／

平
成
22
年
度
決
算
特
別
委
員
長

報
告
／
質
疑
・
討
論
・
表
決
／
提

案
理
由
説
明
］

●
６
日（
火
）～
９
日（
金
）

　

議
案
研
究

●
10
日（
土
）・
11
日（
日
）　

休
日

●
12
日（
月
）・
13
日（
火
）・
14
日（
水
）

　

本
会
議［
質
疑
・
一
般
質
問
］

●
15
日（
木
）・
16
日（
金
）

　

委
員
会

●
17
日（
土
）・18
日（
日
）　

休
日

●
19
日（
月
）・
20
日（
火
）

　

事
務
整
理

●
21
日（
水
）　

本
会
議［
委
員
長

報
告
／
質
疑・討
論・表
決
／
閉
会
］

問
議
会
事
務
局

☎
63
・
１
６
２
８

ど
の
も
め
ご
と
、
相
続
・
金
銭

問
題
で
の
悩
み
ご
と
、
い
じ
め
・

差
別
な
ど
の
人
権
問
題
、
そ
の

他
さ
ま
ざ
ま
な
心
配
ご
と
や
悩

み
ご
と

●
相
談
料　

無
料
。
秘
密
は
固
く

守
り
ま
す
。

●
荒
尾
市
人
権
擁
護
委
員

（
敬
称
略
・
順
不
同
）

深
浦
淳
美
、
竹
林
勝
子
、

木
戸
玉
緒
、
松
山
史
朗
、

平
島
廣
幸
、
村
松
淳
志　

※
特
設
人
権
相
談
所
以
外
で
も
、

熊
本
地
方
法
務
局
で
も
相
談
を

受
け
て
い
ま
す
。

問
熊
本
地
方
法
務
局
玉
名
支
局

☎
72
・
２
３
４
７

毎
年
12
月
10
日
か
ら
16
日
ま

で
は
「
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題

啓
発
週
間
」
で
す
。

政
府
認
定
拉
致
被
害
者
で
あ
る

本
県
出
身
の
松
木
薫
さ
ん
を
は

じ
め
、
多
く
の
被
害
者
と
家
族
の

苦
し
み
は
今
も
続
い
て
い
ま
す
。

県
で
は
、
同
週
間
を
中
心
に

写
真
パ
ネ
ル
展
や
講
演
会
な
ど

の
啓
発
事
業
を
行
う
予
定
で
す
。

問
県
国
際
課

☎
096
・
333
・
２
１
５
９

平
日
夜
間
と
土
・
日
・
祝
日

に
特
別
納
税
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。
同
時
に
納
税
相
談
も
受
け

付
け
ま
す
。

●
平
日
の
夜
間
納
税
窓
口

［
午
後
５
時
15
分
～
午
後
８
時
］

12
月
12
日
（
月
）
～
16
日
（
金
）

12
月
19
日
（
月
）
～
22
日
（
木
）

●
土
・
日
・
祝
日
の
納
税
窓
口

［
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
］

12
月
17
日
（
土
）・
18
日
（
日
）・

23
日（
金
）・
24
日（
土
）・
25
日（
日
）

●
受
付
窓
口　

収
納
課
⑧
番
窓
口

●
対
象
税
目

市
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽

自
動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税

●
納
税
相
談　

納
期
限
ま
で
に
納

付
さ
れ
な
い
と
、
本
税
の
ほ
か

に
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
る
と
と
も
に
滞
納
処
分

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
付
方
法
な
ど
の
相
談
を
受
け

て
い
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
収
納
課

☎
63
・
１
３
５
３

☎
63
・
１
３
６
２

改
正
家
畜
伝
染
病
予
防
法（
本

年
10
月
施
行
）に
よ
り
、
次
の
人

は
年
１
回
、
飼
育
家
畜
の
種
類
や

頭
・
羽
数
な
ど
に
つ
い
て
報
告
書

の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し

た
。
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
っ
て
い
る

人
も
対
象
で
す
。
未
提
出
に
は
罰

則
規
定
が
あ
り
ま
す
。
当
て
は
ま

る
人
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

口
蹄
疫
や
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
予
防
の
た
め

に
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
対
象
家
畜　

ヤ
ギ
、
羊
、
ポ

ニ
ー
、鹿
、豚
、イ
ノ
シ
シ
、牛
、鶏
、

ア
ヒ
ル
、
ウ
ズ
ラ
、
キ
ジ
、
ホ
ロ

ホ
ロ
鳥
、
七
面
鳥
、
ダ
チ
ョ
ウ

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者

に
対
す
る
特
別
給
付
金
を
支
給

し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者

旧
ソ
連
邦
ま
た
は
モ
ン
ゴ
ル
国

の
地
域
で
の
戦
後
強
制
抑
留
者

で
、
平
成
22
年
6
月
16
日
に
日

本
国
籍
を
有
す
る
存
命
の
人

※
特
別
措
置
法
施
行
日
（
平
成

22
年
６
月
16
日
）
以
降
に
亡

く
な
っ
た
人
の
相
続
人
は
請

求
で
き
ま
す
が
、
施
行
前
に

亡
く
な
っ
た
人
の
遺
族
な
ど

は
対
象
外
で
す
。

●
請
求
受
付
期
限

平
成
24
年
3
月
31
日
ま
で

●
そ
の
他

①
請
求
期
間
内
に
特
別
給
付
金

の
請
求
を
し
な
か
っ
た
場
合

は
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
請
求
書
を
持
っ
て
い
な
い
人

は
至
急
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

③
既
に
特
別
給
付
金
を
支
給
さ

れ
た
人
は
、
再
度
請
求
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事

業
特
別
基
金　

事
業
部
特
別
給

付
金
認
定
担
当

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
６
・
059
・
204

受
付
時
間
（
土
・
日
・
祝
日
以
外
）

午
前
９
時
～
午
後
６
時

多
重
債
務
問
題
は
、
深
刻
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

県
で
は
、
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ

生
活
協
同
組
合
く
ま
も
と
に
委

託
し
、
面
談
に
よ
る
家
計
診
断
・

生
活
指
導
や
、
債
務
整
理
後
の

生
活
再
生
中
に
発
生
し
た
臨
時

的
な
生
活
資
金
に
対
す
る
貸
付

な
ど
、
債
務
整
理
か
ら
生
活
再

生
ま
で
一
貫
し
た
支
援
を
行
っ

●
日
時　

12
月
７
日
（
水
）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
場
所　

市
役
所
11
号
会
議
室

●
相
談
員　

人
権
権
擁
護
委
員
、
法
務
局
職
員

●
相
談
内
容　

家
庭
内
・
近
隣
間
な

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
、

年
末
年
始
の
12
月
29
日
（
木
）

か
ら
１
月
３
日
（
火
）
ま
で
業

務
を
休
み
ま
す
。

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
か
ら
交

付
ま
で
に
は
、
土
・
日
・
祝
日
・

休
日
・
年
末
年
始
を
除
い
て
最

ご
利
用
く
だ
さ
い

12
月
の
特
別
納
税
窓
口

低
で
も
11
日
間
必
要
で
す
。
交

付
は
、
審
査
の
た
め
に
予
定
日

よ
り
遅
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
、
十
分
に
余
裕
を
持
ち
、

早
め
の
申
請
と
受
け
取
り
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

　

☎
65
・
８
１
２
０

　

市
民
課　

☎
63
・
１
３
０
２

●
対 

象 

者　

　

対
象
と
な
る
家
畜
を
１
頭（
匹
、

羽
）以
上
飼
育
し
て
い
る
人
。

問
農
林
水
産
課

☎
63
・
１
４
４
３

荒
尾
玉
名
地
域
合
同
公
売
会

を
開
催
し
ま
す

県
と
玉
名
地
域
振
興
局
管
内

の
市
町
で
、
差
押
え
た
財
産
の

公
売
会
を
合
同
で
開
催
し
ま
す
。

●
日 

時

12
月
21
日
（
水
）
正
午
開
場

●
会
場　

玉
名
市
横
島
町
公
民
館

　

多
目
的
ホ
ー
ル

●
公
売
物
件　

約
180
点

●
持 

参 

品

①
買
受
代
金

②
筆
記
具
（
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

③
印
鑑
（
認
印
で
も
可
、
法
人

の
場
合
は
代
表
者
の
印
）

④
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証

な
ど
）

⑤
委
任
状
（
代
理
人
が
入
札
す

る
場
合
）

※
物
件
は
中
古
品
で
あ
り
、
買

受
代
金
納
付
時
の
現
況
有
姿

で
の
引
き
渡
し
と
な
り
ま
す
。

※
公
売
前
に
滞
納
税
が
完
納
さ

れ
た
場
合
な
ど
は
公
売
中
止

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
収
納
課　

☎
63
・
１
３
６
２

ヤ
ギ
や
豚
、
鶏
な
ど
を
ペ
ッ

ト
と
し
て
飼
っ
て
い
る
人
も

報
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す

電
気
生
ご
み
処
理
機
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

市
で
は
、
電
気
式
生
ご
み
処

理
機
を
購
入
す
る
家
庭
に
補
助

を
行
い
ま
す
。
今
年
度
、
40
基

に
つ
い
て
先
着
順
で
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。

●
応
募
資
格

①
市
内
に
住
所
を
有
し
、
居
住

し
て
い
る
世
帯

②
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
世
帯

③
一
般
家
庭
用
に
使
用
す
る
世

帯
（
業
務
用
は
対
象
外
）

④
処
理
機
を
有
効
に
活
用
し
、

生
ご
み
の
減
量
化
や
リ
サ
イ

ク
ル
な
ど
、
市
の
施
策
に
協

力
い
た
だ
け
る
世
帯

⑤
利
用
状
況
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に

協
力
い
た
だ
け
る
世
帯

●
申
込
方
法　

市
役
所
１
階
環
境

保
全
課
で
受
け
付
け
ま
す
。

※
申
し
込
み
は
同
一
世
帯
か
ら
一

人（
世
帯
主
）で
す
。（
他
世
帯
の

代
理
申
し
込
み
、
電
話
で
の
申

し
込
み
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
）

●
補
助
額　

購
入
価
格（
税
抜
）

の
２
分
の
１
と
し
、
上
限
額
は

２
万
５
千
円
。（
補
助
額
に
100
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

　

な
お
、
申
し
込
み
を
完
了
し

た
人
へ
交
付
し
ま
す
の
で
、
事

前
の
購
入
は
お
控
え
く
だ
さ
い
。

購
入
先
は
、
市
内
に
店
舗
が
あ

る
事
業
者
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

●
受
付
期
間　

12
月
12
日
（
月
）

～
平
成
24
年
２
月
24
日
（
金
）

●
処
分
の
制
限　

助
成
金
交
付
を

受
け
た
人
は
市
の
規
則
に
よ
り
、

「
５
年
間
は
当
該
補
助
金
等
の
交

付
の
目
的
に
反
し
て
生
ご
み
処

理
機
を
使
用
し
、
譲
渡
し
、
交

換
し
、
貸
し
付
け
、
又
は
担
保

に
供
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
コ
ン
ポ
ス
ト
式
生
ご
み
処
理
容

器
の
補
助
金
交
付
申
し
込
み
も

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
環
境
保
全
課

☎
63
・
１
３
７
０

vol.3

同
和
問
題
と
は

同
和
問
題
と
は
部
落
差
別
に
か

か
わ
る
人
権
問
題
の
こ
と
で
す
。

こ
の
問
題
は
出
身
地
な
ど
を
理
由

と
し
た
差
別
で
あ
り
、
憲
法
で
保

障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
に
か

か
わ
る
重
大
な
問
題
で
す
。

同
和
問
題
の
解
決
の
た
め
に

は
、
他
人
事
で
は
な
く
、
私
た
ち

一
人
一
人
の
問
題
と
し
て
捉
え
、

正
し
い
知
識
を
持
つ
と
共
に
、
自

分
自
身
で
考
え
、
判
断
す
る
と
い

う
主
体
性
の
あ
る
価
値
観
を
養
っ

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
！

問
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　

☎
62
・
１
３
１
３

金
融
広
報
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を

派
遣
し
ま
す

地
域
や
学
校
で
開
催
さ
れ
る

学
習
会
・
講
演
会
へ
消
費
者
教

育
を
行
う
金
融
広
報
ア
ド
バ
イ

ザ
ー（
講
師
）を
派
遣
し
て
い
ま

す
。
消
費
者
教
育
の
テ
ー
マ
、

開
催
場
所
、
時
間
に
つ
い
て
、
ご

要
望
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。な
お
、

金
融
広
報
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
へ
の

謝
礼
、
交
通
費
は
不
要
で
す
。

●
テ
ー
マ
例　
「
携
帯
電
話
を

使
っ
た
消
費
生
活
ト
ラ
ブ
ル
」、

「
多
重
債
務
に
な
ら
な
い
た
め

に
」、「
高
齢
者
を
め
ぐ
る
悪
質

商
法
」
な
ど

問
県
金
融
広
報
委
員
会
（
消
費

生
活
課
内
）

☎
096
・
383
・
２
３
２
３

て
い
ま
す
。

借
金
問
題
は
必
ず
解
決
で
き

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
生
活
再
生

相
談
室　

☎
096
・
243
・
２
１
０
０


